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別紙１ 校内指導体制 

 
三重県立四日市高等学校 
いじめ防止対策基本方針 

見直し 

【構成】 
校長、教頭、各学年主任、教育相談担当（保健部から一名）、生徒支援部主任， 

人権教育担当、生徒支援部副主任 

※必要に応じて、関係教職員、養護教諭、教育相談専門員等の心理の専門家、警察

経験者などの外部専門家等を加える。 

・学校いじめ防止基本方針について、定期的な見直しを行う。 

・いじめ防止に関し、必要な情報を収集・把握し、情報共有を行う。 

・いじめの疑いがある事案の調査、事実関係の確認。 

・いじめの解決に向けた取り組み。 

・全教職員に必要な情報を提供し、ケアに努める。 

いじめ防止対策委員会 

未然防止 

・学習指導の充実 

・社会性の涵養 

・人権意識の醸成 

・生徒会活動の充実 

・相談・面接体制の充実 

・教職員研修の実施 

年間計画等 

早期発見 

・生徒の観察、面談 

・アンケートの実施 

各種連携 

・保護者・地域との連携 

・県教育委員会との連携 

・関係機関との連携 

情報集約 
連携促進 
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別紙３ いじめ発生時の組織的な対応 

 

【対応での留意点】 

〇 聴き取りの際には、被害生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とする。 

○ 被害・加害生徒の双方から十分に聴き取るとともに、加害生徒の背景をつかんで指導を行い、

いじめの行為を止める。 

○ 周辺生徒や関係教職員に対する調査を行ったり、過去の調査の結果を再確認したりするなどに

より、事実関係を可能な限り網羅的に明確にする。 

〇 対応等について、できる限り対面で速やかに保護者に説明するとともに、保護者から要望や意

見を十分に聴き取る。また、保護者と今後の取組等について協議する。 

〇 所属集団の構造上の問題（無秩序性や閉塞性等）、はやし立てたり面白がったりする観衆や周辺

で暗黙の了解を与えている傍観者の存在にも注意を払う。 

〇 犯罪行為として取り扱われるべきなどの場合には、直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援

助を求める。 

説明 

要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導  

 

 

 

 行 

 

関係機関 

 
 
 

法務局  

情報 の共有 

共通理解 

 

 

解消 

   

職員会議 

保護者 
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｢いじめの後遺症｣について

１ いじめは子どもの健全な成長・発達を阻害します
～ いじめもトラウマも見えにくく、関係性を分断する ～

〇 いじめを受けると心身に傷を負います。どれほどの傷になるのかは人それぞれ異なりますが、立ち直れない
ほどの傷になることもあります。

〇 いじめが長期化または過激化していけば、PTSD、うつ病、パニック症等の精神疾患を患い、不登校や自殺
にまで追い込まれ、心身の成長・発達や将来への影響が懸念されるため、文部科学省では重大事態として
捉えられています。

〇 いじめが解消すれば解決というわけではなく、いじめられた子どもの心身に後遺症が残ることが懸念されて
います。

〇 いじめられた本人は、つらい気持ちを隠したがり、思い出したくない、感じたくない（感情麻痺）、記憶を飛ば
す（解離）場合もあります。

〇 「何が起きているの？」という視点で理解することが大切になります。

２ いじめの後遺症

✔ ストレス耐性が脆弱になりやすい。
✔ トラウマは３Fを引き起こしやすい。（Ｆｉｇｈｔ：闘争、Ｆｌｉｇｈｔ：逃避、Ｆｒｅｅｚｅ：凍結）
トラウマ体験直後に危機的な状況への防衛反応として３Fが起こるのは正常な反応。
ただし、トラウマの影響を受けると、危機ではないのに「安全」 を感じられず、危機状態であるかのように
反応してしまう。

✔ トラウマによる非機能的認知。（安全感の喪失、あきらめ、無力感、恥、敵意、自責、不信等の出現）

⇒ 自己肯定感・自尊心を著しく損ない、精神障害の誘因、自殺の直接又は間接の原因となりうる。
⇒ 癒されるまでの過程は長く、ことあるごとに疼き、その時々の刺激や対人関係の中で痛みが再燃。
⇒ 一定期間置いても、精神的苦痛を伴うフラッシュバックが生じる。

トラウマによる反応：３F

トラウマ
体験

トラウマ反応
(症状)

リマインダー
(きっかけ)

トラウマの影響を「見える化」する三角形モデル

いじめ（トラウマ）の特徴

引用：野坂祐子 トラウマインフォームドケア 日本評論社

適切に対応するためには

安心・安全な関係
•境界線を尊重

• トラウマの枠組みで考える

状態について

一緒に考える

•心理教育（外在化）

• トラウマ反応の妥当化

マネジメントスキルを身につける
• リラクセーション

•感情表現と調整

起きた出来事を整理する
•医療機関

引用：野坂祐子 トラウマインフォームドケア 日本評論社

その結果・・・

【監修】 三重県ＳＣ・ＳＳＷスーパーバイザー 早川 武彦

つなぐ



いじめ問題での子どもアドボケイトについて
いじめを含む子ども同士の関係性の問題においては、子ども自身がどのように感じ、どのように思ってきたのか

ということが極めて重要です。子どもの思いを理解することは、子ども自身が大切にされていることを実感し、
他者を大切にする心を育むことにもなり、いじめの未然防止につながります。また、いじめ発生後の対応におい
ても、 被害を受けた子どもの思いや、加害行為に至った子どもの背景を理解することで、より適切な対応につ
なげられます。子どもアドボケイトは、子どもの意見表明を支援します。

１ 子どもアドボケイトとは

アドボケイトとは、「代弁者」と訳されます。子どもが自分の気持ちを伝えられないときに、その子の気持ちを聞き、
伝えたいことや伝える方法を一緒に考えてくれる人です。

２ 子どもの権利条約の４つの原則

子どもの権利条約は、子どもは「ひとりの人間として人権（権利）をもっている」、つまり「権利の主体」だという考え
の条約です。子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の４つで表されます。あらゆる子どもの権利の実現を考える
ときに合わせて考えることが大切な「原則」であるとされています。

３ 子どもアドボケイトが大切にしている６つのこと

（１） エンパワメント
あなたの心の力

子ども自身で解決できる
ことを支援

（２） 子ども主導
あなたが決める

子どもの意思を尊重する
支援

（３） 独立性
あなたが主役

子どものためだけを考え
て支援

（４） 守秘
秘密は守ります

子どもの同意なしに話し
たことを誰にも話しません

（５） 平等
みんなを大切にします
すべての子どもはアドボケ
イトの支援を受けられます

（６） 子どもが参加
子ども大人も一緒
子どもの参加を尊重

４ 子どもアドボケイトが必要になったら

保護者や担任の先生、養護の先生、スクールカウンセラーなど、身近な大人に子どもアドボケイトが必要である
ことを伝えてください。

出典元：日本ユニセフ協会

差別の禁止（差別のないこと）
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも
差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと）
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考
えます。

生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長できること）
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生
活への支援などを受けることが保障されます。

子どもの意見の尊重（子どもが意見のある参加ができること）
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの
発達に応じて十分に考慮します。

【監修】 一般社団法人 子どもアドボカシーセンターＭＩＥ


